
  

 

                                                        

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 給与担当者は、毎月（毎日）所定の源泉徴収税額表で計算し預かった所得税や復

興特別所得税を 1 年間の給与総額が各人別に確定する年末に税額を正しく計算し、

過不足額を精算する必要があります。 

説明会では、年末調整の手順や誤りやすい事項について、また定額減税について

税務署の担当職員が解説いたします。年末調整に取り掛かる前、再確認のためにご

参加下さい。 
 

 

                                                   

 

 

〔日 時〕 令和６年１１月２０日（水） 午前 10時 ～ 12 時 

〔会 場〕 塩釜商工会議所 会議室（塩釜市港町 1丁目６-２０） 

※会議所の駐車場が満車の際は、恐れ入りますが最寄りの駐車場をご利用ください。 

〔講 師〕 塩釜税務署 法人課税第一部門 担当職員 

〔受講料〕 無 料 〔携行品〕 筆記用具 

〔定 員〕 30 名（定員になり次第受付を終了します） 

〔携行品〕 筆記用具 

〔申込み〕 11月 8 日(金)まで下記申込書にご記入の上、切り取らずに 

そのままＦＡＸか郵送でお申し込みください。 
 
 

〔問合せ先〕   （公社）塩釜法人会（塩釜市港町一丁目４番１号） 

ＦＡＸ 365-5577  ＴＥＬ 365-8859 

 

（公社）塩釜法人会 御中                            令和６年  月  日 
 

「年末調整説明会」参加申込書 
 

会社名  電  話 (    ) 

住  所  ＦＡＸ  

参加者 
 

 
 

参加者  

 

 

   ※申込書にご記入頂きました個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成および本説明会に関する連絡の目的のみ使用します。 

開 催 要 項 

公益社団法人塩釜法人会 主催： 
 

 

年末調整説明会 
～  定額減税の概要についても説明します  ～  


